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平成22年３月期有価証券報告書提出遅延及び 

当社株式の監理銘柄（確認中）への指定見込みに関するお知らせ 

 

 

当社は、平成22年３月期有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第１項に定める提出

期限（平成22年６月30日）までに提出できない見込みとなりましたので、下記のとおり、お知らせいた

します。 

 

記 

 

1. 有価証券報告書の提出遅延理由 

当社は、本日付開示「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」のとお

り、当社会計監査人である新日本有限責任監査法人を平成22年６月14日付けで解任し、やよい監

査法人を一時会計監査人に選任いたしました。 

当社は一時会計監査人からの金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項に基づく監査証明

受領に向けて鋭意努力いたしますが、一時会計監査人選定より提出期限までの日数が短く、監査

業務が終了しない見込みであり、金融商品取引法第24条第１項に定める平成22年６月30日までに

平成22年３月期有価証券報告書の提出ができない見込みであります。 

 

2. 今後の見通し 

平成22年３月期有価証券報告書につきましては、速やかに一時会計監査人による会計監査を受

け、監査報告書を受領のうえ、平成22年７月31日までに提出を行う予定であります。 

 

3.監理銘柄（確認中）への指定について 

上記のとおり、当社は平成22年３月期有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第１項

に定める提出期限（平成22年６月30日）までに提出できない見込みとなりました。東京証券取引所が

定める有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号ａの規定において、金融商品取引法に定

める有価証券報告書の提出期限までに提出できる見込みのない旨の開示を行っているときは、当該

銘柄を監理銘柄に指定することとされております。これにより、当社株式は東京証券取引所より、投



資家の皆様の注意を喚起するため、当社株式は本日から監理銘柄（確認中）に指定される見込みで

あります。 

当社としましては一時会計監査人の監査に全面的に協力し、一日も早く決算内容の確定を行える

よう鋭意努力してまいる所存です。 

 

本件につきましては、株主及び投資家の皆様に対し、多大なるご心配ご迷惑をおかけすることと

なりましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、引き続き変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願

い申し上げます。 

 

以上 


